
 

 

日本バプテスト連盟全国壮年会連合奨学金制度に関する規程 
（略称：全国壮年会奨学金規程） 

 
2000 年 9 月 16 日 第 35 回総会制定 

2011 年 8 月 25 日 第 46 回総会改定 

 
第１章 総則 

（制定の根拠） 
第 １条  この規程は、日本バプテスト連盟全国壮年会連合規約第５条第２項に基づいて制

定する。 
 
（制度の目的） 
第 ２条  この奨学金制度（以下「制度」という。）は、将来、日本バプテスト連盟（以下

「連盟」という。）加盟の教会、その他連盟に関係ある諸機関において、専ら伝道

奉仕することを志望している西南学院大学神学部、神学専攻科及び大学院（以下「神

学部」という。）の学生（以下「神学生」という。）に奨学金を貸与し、その勉学

を奨励・援助することを目的とする。  
２ 神学部聴講生が第７条に定める奨学金申請を希望する場合は、第５条に定める奨学

金委員会において実情を審査の上、申請を承認することができる。 
 
（運営と管理） 
第 ３条  この制度は日本バプテスト連盟全国壮年会連合（以下「全国壮年会」という。）

が連盟理事会から委託を受けてこれを運営する。  
２ 全国壮年会はこの制度の運営に関する年度の業務報告書および決算書を連盟理事会

に報告する。 
 
（奨学資金） 
第 ４条  奨学資金は全国壮年会が推進する「神学校献金」をもってこれに充てるものとす

る。  
２ 全国壮年会はこの制度の目的に賛同する個人または団体の献金を受け入れ、または

他の方法をもって奨学資金の充実に努めるものとする。 
 

第２章 委員会 
（奨学金委員会） 
第 ５条  全国壮年会は、この制度の運営を円滑にするため、神学部奨学金委員会（以下「奨

学金委員会」という。）を設ける。  
２ 奨学金委員会は、全国壮年会総会で選出された委員長及び委員長が指名し全国壮年

会総会で承認された４名の委員、連盟理事会より選出された１名の委員及び神学部

専任教員より選出された１名の委員の合計７名をもって構成する。  
３ 全国壮年会会長は委員会に出席することができる。また、奨学金委員会は日本バプ

テスト連盟常務理事の出席を要請することができる。  
４ 委員の任期は２年とし留任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたとき補充選出

された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

５ 奨学金委員会の書記等各担当は、委員の互選により選出する。  
６ 奨学金委員会は、定例委員会を年３回開催する。また、必要に応じて委員長は奨学

金委員会を招集することができる。 
 



 

 

（奨学金委員会の所管業務） 
第 ６条  奨学金委員会の所管業務は、次の各号の通りとする。  

(1) この制度の運営に関する年度の業務計画案及び予算案を作成し、これを全国壮年

会役員会へ提案する業務  
(2) この制度の運営に関する年度の業務報告書及び決算書を作成し、これを全国壮年

会役員会へ提出する業務  
(3) この制度の奨学金に関する貸与額、返還条件（返還猶予及び返還免除を含む）に

関する基本方針を策定し、これを全国壮年会役員会へ提案する業務  
(4) 奨学生の募集、選考、貸与額及び返還条件等の決定に関する業務  
(5) 奨学金の返還状況を確認し、延滞者に対して返還を督促する業務  
(6) その他、奨学金委員会がこの制度の運営に必要と判断した業務 

 
第３章 制度の運営 

（奨学金申請の資格） 
第 ７条  この規程による奨学金の貸与を申請することのできる神学生の資格は、次の各号

を満たしていること。  
(1) 奨学金申請時に連盟加盟教会の会員であること。  
(2) 連盟加盟教会の会員となって、貸与を受ける年度の４月の時点での信仰生活の期

間が、継続して２年以上の者であること。  
(3) 第２条に定める目的の志望が明らかで、連盟加盟教会より推薦を受けた者である

こと。  
(4) その他、本条第２号及び第３号に該当する沖縄バプテスト連盟の加盟教会員につ

いては、同連盟理事会よりの推薦があり、かつ、この規程を遵守することが確認

される場合、原則として第１号の会員に準じて取扱うことができる。 
 
（申請の手続） 
第 ８条  この規程による奨学金の貸与を受けようとする神学生は，申請書用紙に所要事項

を記入し、本人及び推薦人２名（推薦教会の牧師及び執事等の役員）が連署・押印

の上、推薦教会の総会決議書（承諾書）を添付し、これを所定の期日までに奨学金

委員会へ提出しなければならない。  
２ 既に前項の手続きにより奨学金の貸与を受けている神学生が、次年度引き続き奨学

金の貸与を受けようとする場合も、あらためて所定の手続きをしなければならない。 
３ 申請にあたって前年度申請時の推薦教会を変更する場合は、所定の「推薦教会変更

に伴う確認書」を１項の様式に加え提出する。 
 
（選考及び決定） 
第 ９条  奨学金委員会は、前条の申請手続きをした神学生を選考し、奨学金貸与の可否、

貸与の条件等を決定する場合、次の各号の基準を考慮しなければならない。  
(1) 第２条に定める目的を志望する召命を表す文書等による適否  
(2) 在学生の場合、西南学院大学｢履修規程｣第９条に定められた単位数の取得の有無  

２ 奨学金委員会は、前項による選考の結果について、速やかに申請した神学生及び推

薦教会に通知しなければならない。 
 
（奨学金の種類及び貸与の条件） 
第１０条  奨学金はすべて貸与とし、その種類を次の通り区分する。 



 

 

(1) １種奨学金：この奨学金は、校納金のうち授業料、施設費に相当する金額の全部又

は一部とする。 
(2) ２種奨学金：この奨学金は、神学生の生活費の一部に充当するものとする。 

２ 交付の方法については、以下の通りとする。 
 (1) １種奨学金は、大学が指定した期日までに交付する。 
 (2) ２種奨学金は、原則として半年毎に所定額を交付する。 

３ １種及び２種の奨学金を貸与する期間は、通算４年間（過去を含む）を限度とし、

各対象神学生への貸与期間は以下の通りとする。 
(1) 学部の神学生へは２年間（但し、短大、高専卒および専門学校出身の入学者には

３年間貸与も可能） 
(2) 選科の神学生へは３年間 
(3) 専攻科の神学生へは１年間 
(4) 大学院の神学生へは２年間 
(5) 学部の聴講生へは１年間  

４ ３項の期間は所定の就学期間に限るものとし、留年の期間は含まないものとする。

ただし、疾病等による休学期間並びにその他の事由によるもので、奨学金委員会が

認めた者については、この限りでない。 
５ 他教派の神学校（部）を卒業の後、専攻科に入学した者について、推薦教会並びに

神学部教授会が留年を必要と認めた場合、２年目に限り１種奨学金のみ貸与するこ

とができる。 
６ ２種奨学金の貸与を受けることができる者は、１種奨学金の貸与を受けている者に

限る。 
 
（奨学金の返還） 
第１１条  この制度の奨学金を受けた者は、卒業又は退学の後、次の各号の通り、これを返

還しなければならない。  
(1) １種奨学金について、第１５条に定める一部免除の適用を受けた者は、卒業の日

から満１０年以内に奨学金の貸与額の２割以上を返還しなければならない。 
(2) 第１５条に定める返還免除の適用を受けることができなかった者は、卒業後４年

を経過した日の翌日から４年以内に、均等割以上の額の年賦をもって全額返還し

なければならない。 
(3) 神学部を中途退学した者又は神学部を卒業後４年未満に連盟加盟の教会その他連

盟関係諸機関を退職した者は、退学・退職した翌月から４年以内に均等割以上の

額の年賦をもって全額返還しなければならない。 
   ただし、この場合２種奨学金については、既貸与額の半額を返還金額とする。 

 
（貸与奨学金の利息） 
第１２条  この制度により貸与した奨学金について、利息は徴収しない。 
 
（推薦教会による償還の責任） 
第１３条  奨学金委員会は、奨学金返還の義務者が文書による督促にもかかわらず、第１１

条に定める期限内に返還できないときは、その義務者の推薦教会が償還の責を負う

ものとし、所定の期限内に所定の金額を償還するよう請求するものとする。 
２ 奨学金貸与期間中に推薦教会が変更となった場合について、それぞれの推薦教会は、

推薦期間に貸与を受けた金額に応じて償還の責任を分担する。 
 
（返還の猶予） 
第１４条  奨学金委員会は、奨学金返還の義務者から、次の各号に掲げる事由により、奨学



 

 

金返還の猶予に関する出願を受けたときは、調査の上、これを承認することができ

る。  
(1) 進学又は留学の期間  
(2) 長期（原則として６ケ月以上）にわたる疾病療養のため経済的に返還が困難にな

った場合、その期間  
２ 前項第１号の場合は、進学又は留学を証する書類を、第２号の場合は、病院の専門

医による診断書を、それぞれ出願書に添付しなければならない。  
３ 奨学金返還の義務者が夫婦である場合、どちらか一方の返還まで残りの方の返還を

猶予することができる。 
４ 卒業後の赴任待機中の者については、３年を限度として返還を猶予することができ

る。 
 

（返還の免除） 
第１５条  奨学金委員会は、奨学金返還の義務者が、次の各号の条件に適合した場合、返還

すべき金額の一部又は全額を免除することができる。  
(1) 奨学金返還の義務者が神学部を卒業の後、連盟加盟の教会その他連盟関係諸機関

において専ら伝道の業に従事する期間が４年を経過し、さらに引き続き同じ職務

に従事する見込みがあると認められる場合に限り、本１５条を適用する。連盟関

係諸機関については、別に定める。  
(2) 前１号の適用を受けた者が、卒業の日から満１０年以内に１種奨学金の貸与額の

２割以上を返還した場合、その残額を免除し、２種奨学金は全額免除とする。  
(3) 奨学金返還の義務者が卒業後、前２号の適用を受けた者の配偶者となった場合に

は、前２号と同様に奨学金の返還の一部、又は全額を免除する。  
(4) 奨学金返還の義務者で、第１１条に定める条件に従って誠実に返還を履行してい

た者が死亡した場合、又は長期の疾病若しくは心身の障害のため、奨学金返還の

能力を欠くに至った場合、奨学金委員会は実情を調査の上、その残額の返還を全

額免除することができる。  
(5) 奨学金返還の義務者で、第１１条に定める条件による返還を延滞している者が死

亡した場合、又は長期の疾病若しくは心身の障害のため、奨学金返還の能力を欠

くに至った場合、奨学金委員会は実情を調査の上、その残額の返還を一部又は全

額を免除することができる。  
２ 前項の免除を受けようとする者又はその関係者は、所定の「奨学金返還免除願い書」

を奨学金委員会に提出し、同委員会の「奨学金返還免除承認書」の交付を受けなけ

ればならない。 
 
（奨学金返還義務者と奨学金委員会との連絡） 
第１６条  奨学金返還の義務者は、返還義務の残存期間を通じ、常にその現住所を奨学金委

員会に連絡し、この規程に関する業務の妨げにならないよう協力しなければならな

い。 
 

第４章 規程の扱い 
（規程の解釈） 
第１７条  奨学金委員会は、この規程の解釈について疑義を生じ、又は解釈の相違を生じて、

この制度の円滑な運営が妨げられた場合、全国壮年会役員会の裁定を求めなければ

ならない。 
 



 

 

（規程の改廃） 
第１８条  この規程を改廃する場合は、奨学金委員会の意向を徴した上で、全国壮年会総会

において過半数の賛成議決によらなければならない。 
 
付則〔2000 年 9 月 16 日〕 
 
（ 注） 

 １．この規程は、西南学院所管の「西南学院大学神学部学生奨学金規程」及び「西南神学部

学生奨学金制度施行細則」を継承し、新たに起草したものである。 

 ２．この規程は、２００１年度新入生及び進学者から施行する（２００１年度以前の入学者

は「西南神学部学生奨学金制度施行細則」を準用する）。 

 

付則〔2005 年 8 月 27 日〕 

（施行） 
① この規程は２００５年度を初年度とする神学生から施行する。 
② 第１０条第２項の貸与期間について、２００５年度入学の学部１年生に関しては移行措置を

とる。すなわち通算５年間を限度とする。 
 
付則［２００８年 8 月３０日］ 

（施行） 

この規程は２００８年 8 月３１日から発効する。 

２種奨学金は、２００７年度第４２回全国壮年大会総会において、２００７年度の奨学金貸与

神学生に遡り適用されることが決議された。また移行措置として、貸与期間は１種奨学金貸与

残存期間に合わせることとした。 
 
付則〔２００９年８月２９日〕 

（施行） 
① この規程は２００９年８月３０日から発効する。 
② ２種奨学金の返還免除については、２００７年度卒業生から適用するものとする。 
 

付則〔２０１１年８月２５日〕 

（施行） 
①  この規程は 2011 年８月２６日から発効する。 


